
平成 20 年 5 月 19 日 
 

各 位 
 

中央三井トラスト・ホールディングス株式会社 
（コード番号：8309  東証第一部） 

 
定款の一部変更に関するお知らせ 

 
当社は、平成 20 年 5 月 19 日開催の取締役会において、平成 20 年 6 月 27 日に開催を予定している

第 7 回定時株主総会に、定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、下記のとお

りお知らせいたします。 
 

記 

 
１． 定款変更の目的 

（１）資本調達手段の拡充を目的として、新規優先株式についての規定を追加し（変更案第 6 条、

第 13 条、第 15 条、第 19 条）、その他関連する規定を整備するものです。なお、当該新規優

先株式は、取得請求権が付与されず、また、取得条項の対価が金銭とされている「社債型」

の優先株式であります。 
（２）資本政策の機動性を確保するために、会社法第 459 条第 1 項第 1 号に規定される自己株式の

取得については、取締役会決議によって定めることができる旨を規定するものです（変更案

第 51 条）。これに伴い、現行定款の第 8 条は削除いたします。 
（３）上記のほか定款全般に亘り、既存条項の見直し、引用条数の変更および条数の繰上げ等、所

要の変更を行うものです。 
 
２． 定款変更の内容 

別紙のとおり。 
 
３． 日程 

定款変更のための株主総会開催日  平成 20 年 6 月 27 日（金）（予定） 
定款変更の効力発生日   平成 20 年 6 月 27 日（金）（予定） 

 
以   上 
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（別紙） 
中央三井トラスト・ホールディングス株式会社 定款変更案 

（下線は変更部分） 
現行定款 変更案 変更理由 

第６条（発行可能株式総数） 

当 会 社 の 発 行 可 能 株 式 総 数 は 、

4,318,488,686 株とし、その内訳は次のとお

りとする。 

普通株式 4,068,332,436 株

第二種優先株式 93,750,000 株

第三種優先株式 156,406,250 株

第６条（発行可能株式総数） 

当 会 社 の 発 行 可 能 株 式 総 数 は 、

4,443,488,686 株とし、その内訳は次のとお

りとする。 

普通株式 4,068,332,436 株

第二種優先株式 93,750,000 株

第三種優先株式 156,406,250 株

第五種優先株式 62,500,000 株

第六種優先株式 62,500,000 株

第五種優先株式、第六種

優先株式について、新た

に発行可能株式総数を

定めるものであります。

第８条（自己の株式の取得） 

当会社は、会社法第 165 条第 2項の規定に

より、取締役会の決議によって自己の株式

を取得することができる。 

（削除） 

変更案第 51 条の新設に

伴い、当該規定を削除す

るものであります。 

第９条（株式の取得および消却） 

当会社が自己の株式の取得および自己株

式の消却を行うときは、普通株式または各

種の優先株式のうち、いずれか一または複

数の種類につき行うことができる。 

（削除） 

会社法の規定により不

要となった当該規定を

削除するものでありま

す。 

第１０条 

（条文省略） 

第

第８条 

（現行どおり） 

 

第

２

３

～ ～

１４条 第

１５条（優先配当金） 

当会社は、第５２条第１項に定める剰余金

の配当を行うときは、優先株式を有する株

主（以下「優先株主」という。）または優先

株式の登録株式質権者（以下「優先登録株

式質権者」という。）に対し、普通株式を有

する株主（以下「普通株主」という。）また

は普通株式の登録株式質権者（以下「普通

登録株式質権者」という。）に先立ち、それ

ぞれ次に定める額の剰余金（以下「優先配

当金」という。）を金銭で配当する。ただし、

当該配当の基準日と同じ事業年度中に設け

られた基準日により、第１６条に定める優

先中間配当の全部または一部および第５２

条第２項による剰余金の配当に際し優先配

当を行ったときはその額を控除した額とす

る。 

第二種優先株式 １株につき 14 円 40 銭 

第三種優先株式 １株につき 20 円 

 ある事業年度において優先株主または

優先登録株式質権者に対して配当する剰余

金の額が優先配当金に達しないときは、そ

の不足額は翌事業年度以降に累積しない。 

 第二種優先株式および第三種優先株式

について、優先株主または優先登録株式質

権者に対しては優先配当金の額を超えて配

当はしない。 

第

１２条 

１３条（優先配当金） 

当会社は、第５２条第１項に定める剰余金

の配当を行うときは、優先株式を有する株

主（以下「優先株主」という。）または優先

株式の登録株式質権者（以下「優先登録株

式質権者」という。）に対し、普通株式を有

する株主（以下「普通株主」という。）また

は普通株式の登録株式質権者（以下「普通

登録株式質権者」という。）に先立ち、それ

ぞれ次に定める額の剰余金（以下「優先配

当金」という。）を金銭で配当する。ただし、

当該配当の基準日が属する事業年度中に設

けられた基準日により、第１４条に定める

優先中間配当の全部または一部および第５

２条第２項による剰余金の配当に際し優先

配当を行ったときはその額を控除した額と

する。 

第二種優先株式 １株につき 14 円 40 銭 

第三種優先株式 １株につき 20 円 

第五種優先株式 １株につき、その払込金

額に、発行に先立って取

締役会の決議をもって定

める方法によって決定さ

れる配当率を乗じて算出

される額。ただし、配当

率は、固定配当率、変動

配当率またはその組合わ

せとし、固定配当率につ

いては年 10％を、変動配

当率については有価証券

の発行において一般に用

いられている金利指標

（LIBOR、TIBOR、スワッ

プレート等）に 5％を加え

第五種優先株式、第六種

優先株式の優先配当金

に関する内容の要綱を

規定するものでありま

す。 
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現行定款 変更案 変更理由 

た年率を、それぞれ上限

とする。なお、第五種優

先株式の 1 株当たりの払

込金額は、1,600 円を上限

とする。 

第六種優先株式 １株につき、その払込金

額に、発行に先立って取

締役会の決議をもって定

める方法によって決定さ

れる配当率を乗じて算出

される額。ただし、配当

率は、固定配当率、変動

配当率またはその組合わ

せとし、固定配当率につ

いては年 10％を、変動配

当率については有価証券

の発行において一般に用

いられている金利指標

（LIBOR、TIBOR、スワッ

プレート等）に 5％を加え

た年率を、それぞれ上限

とする。なお、第六種優

先株式の 1 株当たりの払

込金額は、1,600 円を上限

とする。 

２ ある事業年度において優先株主または

優先登録株式質権者に対して配当する剰余

金の額が優先配当金に達しないときは、そ

の不足額は翌事業年度以降に累積しない。 

３ 優先株主または優先登録株式質権者に

対しては優先配当金の額を超えて配当はし

ない。 

第１６条（優先中間配当金） 

当会社は、第５３条に定める中間配当を行

うときは、優先株主または優先登録株式質

権者に対し、普通株主または普通登録株式

質権者に先立ち、優先株式１株につき優先

配当金の額の 2 分の 1 相当額の金銭（以下

「優先中間配当金」という。）を支払う。た

だし、当該中間配当の基準日前にこれと同

じ事業年度中に設けられた基準日により、

第５２条第２項による剰余金の配当に際し

優先配当を行ったときはその額を控除した

額とする。 

第１４条（優先中間配当金） 

当会社は、第５３条に定める中間配当を行

うときは、優先株主または優先登録株式質

権者に対し、普通株主または普通登録株式

質権者に先立ち、優先株式１株につき優先

配当金の額の 2 分の 1 相当額の金銭（以下

「優先中間配当金」という。）を支払う。た

だし、当該中間配当の基準日前に、当該基

準日が属する事業年度中に設けられた基準

日により、第５２条第２項による剰余金の

配当に際し優先配当を行ったときはその額

を控除した額とする。 

文言を整備し、当該規定

の内容を明確化するも

のであります。 

第１７条（残余財産の分配） 

当会社の残余財産を分配するときは、優先

株主または優先登録株式質権者に対し、普

通株主または普通登録株式質権者に先立

ち、優先株式１株につき 1,600 円を支払う。 

２ 前項に定めるほか、優先株主または優先

登録株式質権者に対しては残余財産の分配

はしない。 

第１５条（残余財産の分配） 

当会社の残余財産を分配するときは、優先

株主または優先登録株式質権者に対し、普

通株主または普通登録株式質権者に先立

ち、それぞれ次に定める額を支払う。 

第二種優先株式 １株につき 1,600 円 

第三種優先株式 １株につき 1,600 円 

第五種優先株式 １株につき、その払込金

額に、発行に先立って取

締役会の決議をもって定

める方法によって決定さ

れる比率を乗じて算出さ

れる額。ただし、当該比

率の上限は 120％とし、下

限は 80％とする。 

第五種優先株式、第六種

優先株式の残余財産の

分配に関する内容の要

綱を規定するものであ

ります。 
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現行定款 変更案 変更理由 

第六種優先株式 １株につき、その払込金

額に、発行に先立って取

締役会の決議をもって定

める方法によって決定さ

れる比率を乗じて算出さ

れる額。ただし、当該比

率の上限は 120％とし、下

限は 80％とする。 

２ 前項に定めるほか、優先株主または優先

登録株式質権者に対しては残余財産の分配

はしない。 

第１８条（議決権） 

優先株主は、株主総会において議決権を有

しない。ただし、優先株主は第１５条第１

項の定めによる優先配当金（以下本条にお

いて同じ。）を受ける旨の議案が定時株主総

会に提出されないときはその総会より、そ

の議案が定時株主総会において否決された

ときはその総会の終結の時より、優先配当

金を受ける旨の決議ある時までは議決権を

有する。 

第１６条（議決権） 

優先株主は、株主総会において議決権を有

しない。ただし、優先株主は第１３条第１

項の定めによる優先配当金（以下本条にお

いて同じ。）を受ける旨の議案が定時株主総

会に提出されないときはその総会より、そ

の議案が定時株主総会において否決された

ときはその総会の終結の時より、優先配当

金を受ける旨の決議ある時までは議決権を

有する。 

条数の繰上げに伴い、引

用条数の変更を行うも

のであります。 

第１９条 

（条文省略） 

第１７条 

（現行どおり） 

 

第２０条（普通株式への転換） 

優先株主は、中央三井信託銀行株式会社に

おける旧商法第 365 条の規定に基づく株式

移転による完全親会社設立に関する臨時株

主総会の決議で定める転換を請求し得べき

期間中、当該決議で定める転換価額（以下

「転換価額」という。）およびその他の取得

の条件で、当会社が優先株式を取得するの

と引換えに当会社の普通株式を交付するこ

とを請求することができる。 

第１８条（普通株式への転換） 

第二種優先株式を有する株主および第三

種優先株式を有する株主は、中央三井信託

銀行株式会社における旧商法第 365 条の規

定に基づく株式移転による完全親会社設立

に関する臨時株主総会の決議で定める転換

を請求し得べき期間中、当該決議で定める

転換価額（以下「転換価額」という。）およ

びその他の取得の条件で、当会社が優先株

式を取得するのと引換えに当会社の普通株

式を交付することを請求することができ

る。 

当該規定は、第二種優先

株式および第三種優先

株式に適用されること

を明確化するものであ

ります。 

（新設） 

第１９条（取得条項） 

当会社は、第五種優先株式および第六種優

先株式について、取締役会が別に定める日

が到来したときは、当該優先株式を初めて

発行するときまでに取締役会の決議によっ

て定める市場実勢および当該優先株式に係

る残余財産の分配額等を勘案して妥当と認

められる価額に相当する金銭と引換えに、

その一部または全部を取得することができ

る。一部を取得するときは、抽選または按

分比例の方法によりこれを行う。 

第五種優先株式、第六種

優先株式の取得条項に

関する内容の要綱を規

定するものであります。

第２１条（普通株式への一斉転換） 

転換を請求し得べき期間中に前条に基づ

く取得請求のなかった第二種優先株式およ

び第三種優先株式を、同期間の末日の翌日

（以下「一斉転換日」という。）をもって取

得し、これと引換えに、1,600 円を一斉転換

日に先立つ 45 取引日目に始まる 30 取引日

の東京証券取引所における当会社の普通株

式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含

む。）の平均値（終値のない日数を除く。）

で除して得られる数の当会社の普通株式を

交付する。ただし、平均値の計算は、円単

位未満小数第２位まで算出し、その小数第

第２０条（普通株式への一斉転換） 

転換を請求し得べき期間中に第１８条に

基づく取得請求のなかった第二種優先株式

および第三種優先株式を、同期間の末日の

翌日（以下「一斉転換日」という。）をもっ

て取得し、これと引換えに、1,600 円を一斉

転換日に先立つ 45 取引日目に始まる 30 取

引日の東京証券取引所における当会社の普

通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示

を含む。）の平均値（終値のない日数を除

く。）で除して得られる数の当会社の普通株

式を交付する。ただし、平均値の計算は、

円単位未満小数第２位まで算出し、その小

条数の繰上げに伴い、引

用条数の変更を行うも

のであります。 
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現行定款 変更案 変更理由 

２位を四捨五入する。この場合、当該平均

値が 400 円を下回るときは、1,600 円を 400

円で除して得られる数の普通株式を交付す

る。 

２ 前項の普通株式数の算出にあたって1株

に満たない端数が生じたときは、会社法第

234 条の規定によりこれを取扱う。 

数第２位を四捨五入する。この場合、当該

平均値が 400 円を下回るときは、1,600 円を

400 円で除して得られる数の普通株式を交

付する。 

２ 前項の普通株式数の算出にあたって1株

に満たない端数が生じたときは、会社法第

234 条の規定によりこれを取扱う。 

第２２条 

（条文省略） 

第２３条 

第２１条 

（現行どおり） 

第

 

第２４条（株主総会の基準日） 

（条文省略） 

第

第２５条 

（条文省略） 

第２９条 

第

第

第３０条（種類株主総会） 

第２３条第２項、第２５条、第２７条、第

２８条および前条の規定は種類株主総会に

これを準用する。 

第

第３１条 

（条文省略） 

第５１条 

第

第

 

 

（新設） 

第

～ ～ 

～

～

 

２２条 

２３条（定時株主総会の基準日） 

（現行どおり） 

文言を整備し、当該規定

の内容を明確化するも

のであります。 

２４条 

（現行どおり） 

 
～

２８条 

２９条（種類株主総会） 

第２２条第２項、第２４条、第２６条、第

２７条および前条の規定は種類株主総会に

これを準用する。 

条数の繰上げに伴い、引

用条数の変更を行うも

のであります。 

０条 

（現行どおり） 

 
～

３

５０条 

５１条（自己の株式の取得） 

当会社は、法令に別段の定めがある場合を

除き、会社法第 459 条第 1 項第 1 号に規定

される自己の株式の取得については、取締

役会の決議によって定めることができる。 

資本政策の機動性を確

保するために、会社法第

459条第 1項第1号に規

定される自己株式の取

得については、取締役会

の決議によって定める

ことができる旨を規定

するものであります。 
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